
住民税はどうなるの？

65歳以上の公的年金を受給されている方
で、住民税を納付する義務がある方は、原則
として、日本年金機構の年金から住民税の引
き落とし（特別徴収）が行われます。ただ
し、年金の年額が18万円未満の場合などは、
特別徴収の対象になりません。

確定申告について教えてください。

確定申告は、所得税の課税対象である一年
間（１月１日から12月31日まで）のすべての
所得に対する所得税の金額を税務署長に申告す
る制度のことをいいます。
所得税を納めるための手続きですが、同時に

源泉徴収などで納めすぎている税金を返しても
らう手続きでもあります。
なお、確定申告をする期間は、2月17日から

3月17日までとなります。

年金にかかる税金について年金にかかる税金について年金にかかる税金について年金にかかる税金について

　退職共済年金などの公的年金支給の際には、
所得税の源泉徴収が行われます。したがって、
受給者が受け取る年金額は、源泉徴収された後
の金額となります。
　また、公的年金等の支給を受ける方は、原
則として、「公的年金等の受給者の扶養親族等
申告書」を共済組合に提出する必要があります。
なお、年金額が65歳未満の場合は108万円未満、
65歳以上の場合は158万円（給与比例部分は80

万円）未満であれば、提出する必要はありません。
　退職共済年金などの公的年金は、源泉徴収は
行いますが、「給与所得」のような年末調整は行
われません。年金の他に収入がある場合や、医
療費控除や生命保険料控除等を受ける場合は、
納付すべき税額が異なるため、確定申告により
税額を調整する必要があります。
　なお、障害共済年金及び遺族共済年金は、
課税の対象になりません。
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